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告 示 

三重県告示第 79 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 41 条第 1 項の規定により、次のとおり居宅サービス事業者を指定しま

した。 

  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

介 護 保 険 

事業所番号 
事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 

指 定 

年 月 日 

サービスの

種 類

2472801402 
訪問介護事業所せんじ

ゅ 

度会郡南伊勢町田曽浦

2797 番地 1 
株式会社ＴＨＤ 

平成25年

2 月 1 日 
訪問介護 

2473000392 
訪問介護事業所 海の

家 

北牟婁郡紀北町紀伊長

島区東長島 1075 番地 6
医療法人 誠山会 

平成25年

2 月 1 日 
訪問介護 

2460290220 
訪問看護ステーション 

にじ 

四日市市芝田二丁目

56-3 
株式会社ＴＮＧＭ 

平成25年

2 月 1 日 
訪問看護 

2460390129 
訪問看護リハビリステ

ーション えがお 

鈴鹿市須賀三丁目 1 番

18 号ハイツオオクラ

205 号室 

株式会社 グッドス

マイル 

平成25年

2 月 1 日 
訪問看護 

2470204112 
デイサービスセンター 

おり鶴 

四日市市南小松町 629

番地 

株式会社 中央ライ

フサービス 

平成25年

2 月 1 日 
通所介護 

2471201059 
リハビリデイサービス

伊賀接骨院 
伊賀市上野田端町 1125

伊賀リハビリライフ

サポート株式会社 

平成25年

2 月 1 日 
通所介護 

2471201026 
デイサービスセンター 

すぷり 

伊賀市上野愛宕町 2903

番地 

特定非営利活動法人

のぞみ 

平成25年

2 月 1 日 
通所介護 

 

三重県告示第 80 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 46 条第 1 項の規定により、次のとおり居宅介護支援事業者を指定しま

した。 

  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

介 護 保 険 

事業所番号 
事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 

指 定 

年 月 日 

サービスの

種 類

2472901418 
ケアプランセンター 

なごみ 

志摩市大王町船越 440

番地 44 

社会福祉法人真心の

会 

平成25年

2 月 1 日 

居宅介護支

援 

2472901426 
社協相談支援センター 

あおぞら 

志 摩 市 阿 児 町 鵜 方

3098-1 サンライフあご

内 

社会福祉法人 志摩市

社会福祉協議会 

平成25年

2 月 1 日 
居宅介護支

援 

2472801394 
ケアプランセンター東

宮 

度会郡南伊勢町東宮

2974 番地 
株式会社アステリカ 

平成25年

2 月 1 日 
居宅介護支

援 

 

三重県告示第 81 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 53 条第 1 項の規定により、次のとおり介護予防サービス事業者を指定

しました。 

  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

介 護 保 険 

事業所番号 
事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 

指 定 

年 月 日 

サービスの

種 類

2472801402 
訪問介護事業所せんじ

ゅ 

度会郡南伊勢町田曽浦

2797 番地 1 
株式会社ＴＨＤ 

平成25年

2 月 1 日 

介護予防訪

問介護 

2473000392 
訪問介護事業所 海の

家 

北牟婁郡紀北町紀伊長

島区東長島 1075 番地 6
医療法人 誠山会 

平成25年

2 月 1 日 
介護予防訪

問介護 

2460290220 
訪問看護ステーション 

にじ 

四日市市芝田二丁目

56-3 
株式会社ＴＮＧＭ 

平成25年

2 月 1 日 
介護予防訪

問看護 
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2460390129 
訪問看護リハビリステ

ーション えがお 

鈴鹿市須賀三丁目 1 番

18 号ハイツオオクラ

205 号室 

株式会社 グッドス

マイル 

平成25年

2 月 1 日 
介護予防訪

問看護 

2470204112 
デイサービスセンター 

おり鶴 

四日市市南小松町 629

番地 

株式会社 中央ライ

フサービス 

平成25年

2 月 1 日 
介護予防通

所介護 

 

三重県告示第 82 号 

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 29 条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除す

る予定である旨通知がありましたので、同法第 30 条の規定により告示します。 

平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬   

1 解除予定保安林の所在場所 

北牟婁郡紀北町紀伊長島区三浦字京戸 609 の 2・617 の 2（以上 2 筆国有林。次の図に示す部分に限る。）・619

（国有林） 

2 保安林として指定された目的 

  土砂の流出の防備 

3  解除の理由 

   道路用地とするため 

（「次の図」は省略し、その図面を三重県農林水産部治山林道課及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供します。） 

 

三重県告示第 83 号 

 漁船損害等補償法（昭和 27 年法律第 28 号）第 112 条の 2 第 2 項の規定による届出を審査した結果、次の加入

区について同法第 112 条第 1 項の規定による同意があったと認めましたので、同法第 112 条の 2 第 3 項の規定に

より告示します。 

  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

 海野加入区 

 

三重県告示第 84 号 

  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57 号）第 3 条第 1 項の規定により、次の土

地を急傾斜地崩壊危険区域に指定します。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部流域管理課、三重県四日市建設事務所及び四日市市役所に備え置いて、

告示の日から 30 日間縦覧に供します。 

    平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1   急傾斜地崩壊危険区域の名称 

   東坂部地区急傾斜地崩壊危険区域（追加） 

2   区域の所在地 

    四日市市東坂部町字上條及び字五郎ヶ下 

3   区域の土地の表示 

四日市市東坂部町字上條 599 番の一部並びに字五郎ヶ下 682 番の一部、694 番 1 の一部、695 番の全部、695

番 1 の全部及び 696 番の一部の土地 

 

 

公 告 

 

 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 10 条第 1 項に規定する特定非営利活動法人の設立の認証を

行いましたので、三重県特定非営利活動促進法等施行規則（平成 10 年三重県規則第 69 号）第 6 条第 1 項の規定

により、次のとおり公告します。 
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  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  認証年月日 

  平成 25 年 2 月 4 日 

2  認証に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

   特定非営利活動法人 なごみ 

(2) 代表者の氏名 

   今井 将登 

(3) 主たる事務所の所在地 

   鈴鹿市三日市 1 丁目 19 番 8 号 

(4) 定款に記載された目的  

この法人は、障害者福祉に関わる事業を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。 

 

 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 10 条第 1 項に規定する特定非営利活動法人の設立の認証を

行いましたので、三重県特定非営利活動促進法等施行規則（平成 10 年三重県規則第 69 号）第 6 条第 1 項の規定

により、次のとおり公告します。 

  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  認証年月日 

  平成 25 年 2 月 4 日 

2  認証に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

   特定非営利活動法人 いが創造塾 

(2) 代表者の氏名 

   松村 元樹 

(3) 主たる事務所の所在地 

   伊賀市柘植町 9826 番地 

(4) 定款に記載された目的  

この法人は、地域住民に対して、住民の自立生活と地域活性化のために、環境保全活動・経済活動の活性

化・人権文化の定着・福祉の増進等に関する事業を行い、誰もが住み良い豊かな地域の実現に寄与すること

を目的とする。 

 

 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 25 条第 3 項に規定する特定非営利活動法人の定款の変更の

認証を行いましたので、三重県特定非営利活動促進法等施行規則（平成 10 年三重県規則第 69 号）第 6 条第 1 項

の規定により、次のとおり公告します。 

  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  認証年月日 

  平成 25 年 1 月 31 日 

2  認証に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

   特定非営利活動法人 三重県デザイン協会 

(2) 代表者の氏名         

   伊藤 弘樹 

(3) 主たる事務所の所在地 

   四日市市朝日町 3 番 2 号 プラザ 1986 3Ｆ 

(4) 定款に記載された目的   

この法人は、すべての人々に対し、優れたデザインの振興、啓発、普及及び交流を行うことにより、地域

の活性化と心豊かな文化の形成に寄与することを目的とする。 
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 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 25 条第 3 項に規定する特定非営利活動法人の定款の変更の

認証を行いましたので、三重県特定非営利活動促進法等施行規則（平成 10 年三重県規則第 69 号）第 6 条第 1 項

の規定により、次のとおり公告します。 

  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  認証年月日 

  平成 25 年 1 月 31 日 

2  認証に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

   特定非営利活動法人 なかよし保育所 

(2) 代表者の氏名         

   向田 茂子 

(3) 主たる事務所の所在地 

   伊勢市勢田町 642 番地 3 

(4) 定款に記載された目的   

この法人は、伊勢市内とその周辺市町村の乳幼児、学童に対して、保育に関する事業と子育て支援事業を

行うことにより、子どもの健全育成と男女共同参画社会の形成に寄与する事を目的とする。 

 

 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 25 条第 3 項に規定する特定非営利活動法人の定款の変更の

認証を行いましたので、三重県特定非営利活動促進法等施行規則（平成 10 年三重県規則第 69 号）第 6 条第 1 項

の規定により、次のとおり公告します。 

  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  認証年月日 

  平成 25 年 2 月 4 日 

2  認証に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

   特定非営利活動法人 日本情報出版協会 

(2) 代表者の氏名         

   村田 吉優 

(3) 主たる事務所の所在地 

   松阪市駅部田町 101 番地 

(4) 定款に記載された目的   

この法人は、インターネットを活用した新しい情報メディアの調査、研究活動を行い、その成果を広報誌

や書籍の発行、講演会の開催等を通じて喧伝し、よってインターネットの恩恵に、より多くの人びとが浴す

ることができる社会を創造することを目的とする。 

 

 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 25 条第 3 項に規定する特定非営利活動法人の定款の変更の

認証を行いましたので、三重県特定非営利活動促進法等施行規則（平成 10 年三重県規則第 69 号）第 6 条第 1 項

の規定により、次のとおり公告します。 

  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  認証年月日 

  平成 25 年 1 月 31 日 

2  認証に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

   特定非営利活動法人 あいの里 

(2) 代表者の氏名         

   落合 末次 
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(3) 主たる事務所の所在地 

   桑名市神成町 1 丁目 15 番地 

(4) 定款に記載された目的   

この法人は、障害者や高齢者のために、住み慣れた地域で自立できる生活環境を支援する事業を行い共に

生きる喜びを創造し、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 25 条第 3 項に規定する特定非営利活動法人の定款の変更の

認証を行いましたので、三重県特定非営利活動促進法等施行規則（平成 10 年三重県規則第 69 号）第 6 条第 1 項

の規定により、次のとおり公告します。 

  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  認証年月日 

  平成 25 年 2 月 4 日 

2  認証に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

   特定非営利活動法人 日本代替・統合医療研究所 

(2) 代表者の氏名         

   橋爪 勝 

(3) 主たる事務所の所在地 

   桑名市大字桑部 589 番地 1 

(4) 定款に記載された目的   

この法人は、国民に対して、代替・統合医療の正しい知識を収集・整理・公開する事業を行い、もって国

民の健康生活の向上に寄与することを目的とする。 

 

 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 25 条第 3 項に規定する特定非営利活動法人の定款の変更の

認証を行いましたので、三重県特定非営利活動促進法等施行規則（平成 10 年三重県規則第 69 号）第 6 条第 1 項

の規定により、次のとおり公告します。 

  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  認証年月日 

  平成 25 年 1 月 31 日 

2  認証に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

   特定非営利活動法人 タランガ フレンドシップ グループ 

(2) 代表者の氏名         

   クマーラ アーナンダ 

(3) 主たる事務所の所在地 

   鈴鹿市上野町 1035 番地 

(4) 定款に記載された目的   

この法人は、スリランカ民主社会主義共和国の青年に対して、彼らの経済的、社会的自立のために研修・

教育に関する事業を行うと共に、国際交流や国際理解教室の開催事業を通して、日本にひろくスリランカを

紹介し、開発途上国支援への理解促進を図り、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。 

 

 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 25 条第 3 項に規定する特定非営利活動法人の定款の変更の

認証を行いましたので、三重県特定非営利活動促進法等施行規則（平成 10 年三重県規則第 69 号）第 6 条第 1 項

の規定により、次のとおり公告します。 

  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  認証年月日 

  平成 25 年 2 月 4 日 
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2  認証に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

   特定非営利活動法人 あいあい 

(2) 代表者の氏名         

   湯浅 しおり 

(3) 主たる事務所の所在地 

   尾鷲市矢浜一丁目 15 番 45 号 

(4) 定款に記載された目的   

この法人は、様々な援助を必要とする人々に対して、福祉や生活に関する事業と体力向上・健康の維持増

進を図るための事業を行い、もって全ての人がいつまでも自分らしく誇りと尊厳をもちながら安心して暮ら

していくことのできる地域社会の創設に努め、福祉の向上及び社会全体の利益の増進と健康的なまちづくり

に寄与することを目的とする。 

 

 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 25 条第 3 項に規定する特定非営利活動法人の定款の変更の

認証を行いましたので、三重県特定非営利活動促進法等施行規則（平成 10 年三重県規則第 69 号）第 6 条第 1 項

の規定により、次のとおり公告します。 

  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  認証年月日 

  平成 25 年 2 月 4 日 

2  認証に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

   特定非営利活動法人 みえのえみ 

(2) 代表者の氏名         

   水谷 澄夫 

(3) 主たる事務所の所在地 

   いなべ市大安町石榑下 113 番地 4 

(4) 定款に記載された目的   

この法人は、在宅で介護が必要な高齢者・身体障害者やその家族に対して、介護サービスに関する事業を

行い、もって地域住民が健やかで豊かに過ごすことのできる地域社会に寄与することを目的とする。 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ます。 

  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査を行った者の名称 

   鈴鹿市 

2  調査を行った期間 

   平成 20 年 12 月から平成 24 年 8 月まで 

3  成果の名称 

   鈴鹿市白子Ⅳの地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   鈴鹿市白子町、白子四丁目、江島町、中江島町及び江島台一丁目地内 

5  認証年月日 

   平成 25 年 2 月 12 日 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ます。 

  平成 25 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   
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1  調査を行った者の名称 

   度会郡度会町 

2  調査を行った期間 

   平成 21 年 8 月から平成 23 年 2 月まで 

3  成果の名称 

   度会郡度会町（葛原黒土）の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   度会郡度会町葛原黒土地内 

5  認証年月日 

   平成 25 年 2 月 12 日 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項の規定により許可しました開発行為に関する工事は、次 

のとおり完了しました。 

平成 25 年 2 月 12 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名 

平成 25 年 

1 月 17 日 
伊勢市小俣町明野 705-1 の一部ほか 3 筆ほか 

伊勢市小木町 64-1 

有限会社キタガワ企画 

代表取締役 中 村 純 子 

平成 25 年 

1 月 17 日 
三重郡菰野町大字潤田字検定 2002-1 

三重郡菰野町大字潤田 925-4 

北 住 俊 貴 

平成 25 年 

1 月 18 日 
度会郡玉城町勝田字新田 5727 

度会郡玉城町長更 390 

有限会社グリーントピア・ヨシダ 

代表取締役 吉 田 利 雄 

平成 25 年 

1 月 23 日 
松阪市下村町字坊山 1964-5 ほか 1 筆 

津市夢が丘 2 丁目 20-4 

木 野 雅 文 

平成 25 年 

1 月 28 日 
三重郡菰野町大字下村字神田 1383-9 ほか 1 筆 

三重郡菰野町大字菰野 1847-28 

位 田 紘 國 

平成 25 年 

1 月 29 日 
松阪市小野江町字松本 666-1 ほか 1 筆 

松阪市宮町 238-2 

株式会社ユタカ開発 

代表取締役 藤 田 幸 生 

平成 25 年 

1 月 31 日 

松阪市川井町字粥鍋 1194-1 ほか 7 筆及び同市西町

字西堀之坪 303-1 ほか 2 筆 

松阪市大黒田町 305-3 

中南勢開発株式会社 

代表取締役 久 保 次 郎 
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